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【発行者に関する事項】

発行者の名称 シンバイオ製薬株式会社

証券コード 4582

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京証券取引所グロース市場

【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

個人・法人の別 法人（外国会社）

氏名又は名称
キャンター　フィッツジェラルド　ヨーロッパ

(Cantor Fitzgerald Europe)

住所又は本店所在地
英国　E14　5HU　ロンドン　カナリー・ワーフ　ファイブ・チャーチル・プ
レイス（5, Churchill Place, Canary Wharf, London, United Kingdom E14

5HU）

事務上の連絡先及び担当者名

東京都港区赤坂五丁目3番1号　赤坂Bizタワー38階

キャンターフィッツジェラルド証券株式会社

証券業務部　証券業務部長　中島　有子

電話番号 03-4589-9221

【訂正事項】

訂正される報告書名 変更報告書No.2

訂正される報告書の報告義務発生日 2025年2月5日

訂正箇所
2025年2月10日に提出した変更報告書No.2の記載に誤りがありましたので、以
下の通り訂正いたします。

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

発行者と提出者は2025年1月10日付の第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の第三者割当に関して、引受契約を締結した。
同契約に基づき、提出者は、第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の全てを（発行要項に従って）転換し、その結果生じ
た発行者の普通株式を、各場合において、海外機関投資家（その投資に係る意思決定機関が日本国外にある機関投資家をい
う。）である第三者に対して売却していく意向である（但し、提出者が発行者の普通株式につき、発行者による事前の承諾を
書面により得ている場合、又は、その他一定事由の発生により、金融商品取引所で売却を行う場合を除く。）。

第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の譲渡の際に発行者の書面による承諾が必要である。

発行者は、所定の手続に従い通知を行うことにより、いつでも提出者による一部又は全部の第4回無担保転換社債型新株予約
権付社債の転換を停止することができる（但し、各転換停止期間は1ヶ月を超えないものとし、提出者が発行者普通株式の売
却につき既に売却先との間で約定している場合の当該発行者普通株式に対応する第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の
転換を除く。）。

発行者は、残存する第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部又は一部を、償還予定日の少なくとも1ヶ月前までに、提
出者の同意を得ることなく償還することができる。
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（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

発行者と提出者は2025年1月10日付の第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び2025年2月5日付の第5回無担保転換社債型
新株予約権付社債（以下、総称して「本新株予約権付社債」という。）の第三者割当に関して、引受契約を締結した。同契約
に基づき、提出者は、本新株予約権付社債の全てを（発行要項に従って）転換し、その結果生じた発行者の普通株式を、各場
合において、海外機関投資家（その投資に係る意思決定機関が日本国外にある機関投資家をいう。）である第三者に対して売
却していく意向である（但し、提出者が発行者の普通株式につき、発行者による事前の承諾を書面により得ている場合、又
は、その他一定事由の発生により、金融商品取引所で売却を行う場合を除く。）。

本新株予約権付社債の譲渡の際に発行者の書面による承諾が必要である。

発行者は、所定の手続に従い通知を行うことにより、いつでも提出者による一部又は全部の本新株予約権付社債の転換を停止
することができる（但し、各転換停止期間は1ヶ月を超えないものとし、提出者が発行者普通株式の売却につき既に売却先と
の間で約定している場合の当該発行者普通株式に対応する本新株予約権付社債の転換を除く。）。

発行者は、残存する本新株予約権付社債の全部又は一部を、償還予定日の少なくとも1ヶ月前までに、提出者の同意を得るこ
となく償還することができる。
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